
JP 4808453 B2 2011.11.2

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の被研磨物が保管されたカセットから被研磨物を取出し、表面に複数段の研磨を行
って該表面を平坦化した後、研磨後の被研磨物をカセットに戻す操作を順次繰返す研磨方
法であって、
　カセットから取出した１枚目の被研磨物に対して、（ａ）研磨開始前の被研磨物の表面
状態の測定、（ｂ）予め設定した被研磨物表面を平坦化する研磨条件での複数段の研磨及
び各段の研磨間での被研磨物の表面状態の測定、及び（ｃ）研磨終了後の被研磨物の表面
状態の測定を含む第１の研磨処理を行い、
　カセットから取出した２枚目以降の被研磨物に対して、（ｄ）研磨開始前の被研磨物の
表面状態の測定、（ｅ）被研磨物表面を平坦化する研磨条件での被研磨物表面の連続した
複数段の研磨、及び（ｆ）研磨終了後の被研磨物の表面状態の測定を含む第２の研磨処理
を行い、
　カセットから取出した２枚目の被研磨物に対する連続した複数段の研磨の内の少なくと
も１段の研磨の研磨条件は、カセットから取出した１枚目の被研磨物に対する第１の研磨
処理で行われた被研磨物の表面状態の測定結果を基に修正した研磨条件であり、
　カセットから取出した３枚目以降の被研磨物に対する連続した複数段の研磨の内の少な
くとも１段の研磨の研磨条件は、直前の被研磨物に対する第２の研磨処理で行われた被研
磨物の表面状態の測定結果を基に修正した研磨条件である、
ことを特徴とする研磨方法。
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【請求項２】
　前記第２の研磨処理における（ｆ）研磨終了後の被研磨物の表面状態の測定の測定結果
を基に、被研磨物表面を追加研磨するか否かを決定し、追加研磨を行った被研磨物の枚数
または追加研磨率を基に、被研磨物に対して前記第１の研磨処理と前記第２の研磨処理の
いずれを行うかを決定することを特徴とする請求項１記載の研磨方法。
【請求項３】
　前記第１の研磨処理及び前記第２の研磨処理における複数段の研磨を、研磨面を有する
研磨パッドに被研磨物表面を押圧し相対移動させて行うことを特徴とする請求項１または
２に記載の研磨方法。
【請求項４】
　前記研磨パッドの消耗度及び／または前記研磨パッドの前記研磨面上の温度に基づいて
、前記第１の研磨処理及び前記第２の研磨処理における研磨条件を設定することを特徴と
する請求項３記載の研磨方法。
【請求項５】
　複数の被研磨物を保管するカセットと、
　前記カセットから取出した被研磨物の表面に対して該表面を平坦化する複数段の研磨を
行う研磨部と、
　被研磨物の表面状態を測定する測定部と、
　前記研磨部及び前記測定部を制御する制御部を有し、
　前記制御部は、
　カセットから取出した１枚目の被研磨物に対して、（ａ）研磨開始前の被研磨物の表面
状態の測定、（ｂ）予め設定した被研磨物表面を平坦化する研磨条件での複数段の研磨及
び各段の研磨間での被研磨物の表面状態の測定、及び（ｃ）研磨終了後の被研磨物の表面
状態の測定を含む第１の研磨処理を行うように前記研磨部及び前記測定部を制御し、
　カセットから取出した２枚目以降の被研磨物に対して、（ｄ）研磨開始前の被研磨物の
表面状態の測定、（ｅ）被研磨物表面を平坦化する研磨条件での被研磨物表面の連続した
複数段の研磨、及び（ｆ）研磨終了後の被研磨物の表面状態の測定を含む第２の研磨処理
を行うように前記研磨部及び前記測定部を制御し、
　カセットから取出した２枚目の被研磨物に対する連続した複数段の研磨の内の少なくと
も１段の研磨の研磨条件は、カセットから取出した１枚目の被研磨物に対する第１の研磨
処理で行われた被研磨物の表面状態の測定結果を基に修正した研磨条件であり、
　カセットから取出した３枚目以降の被研磨物に対する連続した複数段の研磨の内の少な
くとも１段の研磨の研磨条件は、直前の被研磨物に対する第２の研磨処理で行われた被研
磨物の表面状態の測定結果を基に修正した研磨条件である、
ことを特徴とする研磨装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記測定部で測定した被研磨物の表面状態の測定結果を蓄積する記録部
を有することを特徴とする請求項５記載の研磨装置。
【請求項７】
　前記制御部は、複数の被研磨物を保管するカセットに設けられた該被研磨物に係る情報
を記録した記録媒体を参照し、該被研磨物表面の情報が前記記録部に蓄積されているか照
合することを特徴とする請求項６記載の研磨装置。
【請求項８】
　前記制御部は、前記測定部による前記被研磨物表面の任意の複数点における測定結果に
基づいて、研磨条件における研磨レートを調整することを特徴とする請求項５記載の研磨
装置。
【請求項９】
　複数の被研磨物が保管されたカセットから被研磨物を取出し、被研磨物表面に複数段の
研磨を行って該表面を平坦化した後、研磨後の被研磨物をカセットに戻す操作を順次繰返
す研磨装置を制御するためプログラムであって、
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　カセットから取出した１枚目の被研磨物に対して、（ａ）研磨開始前の被研磨物の表面
状態の測定、（ｂ）予め設定した被研磨物表面を平坦化する研磨条件での複数段の研磨及
び各段の研磨間での被研磨物の表面状態の測定、及び（ｃ）研磨終了後の被研磨物の表面
状態の測定を含む第１の研磨処理を実行させ、
　カセットから取出した２枚目以降の被研磨物に対して、（ｄ）研磨開始前の被研磨物の
表面状態の測定、（ｅ）被研磨物表面を平坦化する研磨条件での被研磨物表面の連続した
複数段の研磨、及び（ｆ）研磨終了後の被研磨物の表面状態の測定を含む第２の研磨処理
を実行させ、
　カセットから取出した２枚目の被研磨物に対する連続した複数段の研磨の内の少なくと
も１段の研磨の研磨条件は、カセットから取出した１枚目の被研磨物に対する第１の研磨
処理で行われた被研磨物の表面状態の測定結果を基に修正した研磨条件であり、
　カセットから取出した３枚目以降の被研磨物に対する連続した複数段の研磨の内の少な
くとも１段の研磨の研磨条件は、直前の被研磨物に対する第２の研磨処理で行われた被研
磨物の表面状態の測定結果を基に修正した研磨条件である、
ことを特徴とする研磨装置制御用プログラム。
【請求項１０】
　前記第２の研磨処理における（ｆ）研磨終了後の被研磨物の表面状態の測定の測定結果
を基に、被研磨物表面を追加研磨するか否かを決定し、追加研磨を行った被研磨物の枚数
または追加研磨率を基に、研磨条件を前記第２の研磨処理から前記第１の研磨処理に変更
させる手順を実行させることを特徴とする請求項９記載の研磨装置制御用プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体ウエハ等の基板の表面（被研磨面）を研磨して平坦化する研磨方法及
び研磨装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、化学的機械研磨（ＣＭＰ）にあっては、１枚の半導体ウエハ等の基板の表面（
被研磨面）を複数段の研磨プロセスに分けて研磨するようにした多段研磨が知られている
。例えば、２段の研磨プロセスで基板の表面を研磨する場合、段差解消特性は低いが研磨
レートの高い研磨液（スラリ）を用いて１段目の研磨を行い、研磨レートは低いが段差解
消特性の高い研磨液を用いて２段目の研磨を行うことで、特に１段目の研磨において研磨
量を稼いで、全体の研磨時間を短縮することできる。
【０００３】
　従来、複数の半導体ウエハ等の基板に対する多段研磨プロセスを連続して行うに際して
は、研磨前、各段の研磨プロセス間、研磨後に各基板表面の膜厚等の表面状態を計測し、
この計測によって得られた値をフィードバックして、次の基板や任意の枚数目後の基板表
面に対する研磨条件、つまり研磨レシピ（押圧力分布や研磨時間などを定めたもの）を最
適に修正（更新）するようにしていた。
【０００４】
　半導体ウエハ等の基板における表面状態の測定は、通常ＩＴＭ（In-Line　Thickness　
Monitor）と呼ばれる測定部によって行われている。ＩＴＭは、一般に実際に研磨を行う
研磨部の外に配置されており、ＩＴＭで基板の表面状態の測定を行うためには、基板を研
磨部から取出し、更に洗浄し乾燥させる必要がある。このため、複数の基板に対する多段
研磨プロセスを連続して行う時には、各段の研磨プロセス間及び研磨後に基板を研磨部か
ら取出し、洗浄して乾燥させた状態で、基板の表面状態をＩＴＭで計測するようにしてい
た。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　半導体ウエハ等の基板の表面状態をＩＴＭで計測する毎に基板を研磨部から取出し、洗
浄して乾燥させると、この一連の作業に多大の時間を要する。特に、複数の基板に対する
多段研磨プロセスを連続して行う時には、各段の研磨プロセス間でも各基板の表面状態を
ＩＴＭで測定し、この測定結果をフィードバックして、研磨レシピを最適に修正（更新）
するようにしており、このため、基板の表面状態を測定するのに要する時間が全体の研磨
時間を増大させて、スループットを低下させる要因となっていた。
【０００６】
　本発明は上記事情に鑑みて為されたもので、特に各段の研磨プロセス間での基板の表面
状態の測定を可能な限り省略してスループットを高め、しかも研磨条件（研磨レシピ）を
改善させた多段研磨プロセスを行うことができるようにした研磨方法及び研磨装置を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に記載の発明は、複数の被研磨物が保管されたカセットから被研磨物を取出し
、表面に複数段の研磨を行って該表面を平坦化した後、研磨後の被研磨物をカセットに戻
す操作を順次繰返す研磨方法であって、カセットから取出した１枚目の被研磨物に対して
、（ａ）研磨開始前の被研磨物の表面状態の測定、（ｂ）予め設定した被研磨物表面を平
坦化する研磨条件での複数段の研磨及び各段の研磨間での被研磨物の表面状態の測定、及
び（ｃ）研磨終了後の被研磨物の表面状態の測定を含む第１の研磨処理を行い、カセット
から取出した２枚目以降の被研磨物に対して、（ｄ）研磨開始前の被研磨物の表面状態の
測定、（ｅ）被研磨物表面を平坦化する研磨条件での被研磨物表面の連続した複数段の研
磨、及び（ｆ）研磨終了後の被研磨物の表面状態の測定を含む第２の研磨処理を行い、カ
セットから取出した２枚目の被研磨物に対する連続した複数段の研磨の内の少なくとも１
段の研磨の研磨条件は、カセットから取出した１枚目の被研磨物に対する第１の研磨処理
で行われた被研磨物の表面状態の測定結果を基に修正した研磨条件であり、カセットから
取出した３枚目以降の被研磨物に対する連続した複数段の研磨の内の少なくとも１段の研
磨の研磨条件は、直前の被研磨物に対する第２の研磨処理で行われた被研磨物の表面状態
の測定結果を基に修正した研磨条件である、ことを特徴とする研磨方法である。
【０００８】
　カセットから取出した１枚目の被研磨物に対して第１の研磨処理を実施して２段目の研
磨前後の被研磨物表面を測定し、この測定結果を基に、カセットから取出した２枚目以降
の被研磨物に対しては修正した研磨条件（研磨レシピ）で第２の研磨処理における２段目
の研磨を行うことで、第２の研磨処理における２段目の研磨を最適な研磨条件で、しかも
１段目の研磨後に被研磨物表面をＩＴＭ等で測定することなく、２段目の研磨を連続して
行うことができ、これによって、スループットを向上させることができる。
【０００９】
　また、第２の研磨処理における所定の段における研磨条件を、直近に処理した被処理基
板から得られた情報を基に、より最適にすることができる。
【００１３】
　請求項１に記載の発明によれば、カセットに保管された複数の被研磨物を１ロットとし
て、あるいは研磨対象の膜種が等しい被研磨物の集まりを１ロットとして、スループット
を向上させながら、ロット単位に複数の被研磨物を連続して研磨処理することができる。
【００１４】
　請求項２に記載の発明は、前記第２の研磨処理における（ｆ）研磨終了後の被研磨物の
表面状態の測定の測定結果を基に、被研磨物表面を追加研磨するか否かを決定し、追加研
磨を行った被研磨物の枚数または追加研磨率を基に、被研磨物に対して前記第１の研磨処
理と前記第２の研磨処理のいずれを行うかを決定することを特徴とする請求項１記載の研
磨方法である。
　これにより、例えば、追加研磨の発生率が設定値より高い場合に、第１の研磨処理を行
って研磨条件をリセットすることで、追加研磨の発生率を所定の範囲内に抑えることがで
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きる。
【００１６】
　請求項３に記載の発明は、前記第１の研磨処理及び前記第２の研磨処理における複数段
の研磨を、研磨面を有する研磨パッドに被研磨物表面を押圧し相対移動させて行うことを
特徴とする請求項１または２に記載の研磨方法である。
【００１７】
　請求項４に記載の発明は、前記研磨パッドの消耗度及び／または前記研磨パッドの前記
研磨面上の温度に基づいて、前記第１の研磨処理及び前記第２の研磨処理における研磨条
件を設定することを特徴とする請求項３記載の研磨方法である。
　このように、研磨パッドの消耗度及び／または研磨パッドの研磨面上の温度を加味した
制御を行うことで、研磨精度をより高めることができる。
【００２１】
　請求項５に記載の発明は、複数の被研磨物を保管するカセットと、前記カセットから取
出した被研磨物の表面に対して該表面を平坦化する複数段の研磨を行う研磨部と、被研磨
物の表面状態を測定する測定部と、前記研磨部及び前記測定部を制御する制御部を有し、
前記制御部は、カセットから取出した１枚目の被研磨物に対して、（ａ）研磨開始前の被
研磨物の表面状態の測定、（ｂ）予め設定した被研磨物表面を平坦化する研磨条件での複
数段の研磨及び各段の研磨間での被研磨物の表面状態の測定、及び（ｃ）研磨終了後の被
研磨物の表面状態の測定を含む第１の研磨処理を行うように前記研磨部及び前記測定部を
制御し、カセットから取出した２枚目以降の被研磨物に対して、（ｄ）研磨開始前の被研
磨物の表面状態の測定、（ｅ）被研磨物表面を平坦化する研磨条件での被研磨物表面の連
続した複数段の研磨、及び（ｆ）研磨終了後の被研磨物の表面状態の測定を含む第２の研
磨処理を行うように前記研磨部及び前記測定部を制御し、カセットから取出した２枚目の
被研磨物に対する連続した複数段の研磨の内の少なくとも１段の研磨の研磨条件は、カセ
ットから取出した１枚目の被研磨物に対する第１の研磨処理で行われた被研磨物の表面状
態の測定結果を基に修正した研磨条件であり、カセットから取出した３枚目以降の被研磨
物に対する連続した複数段の研磨の内の少なくとも１段の研磨の研磨条件は、直前の被研
磨物に対する第２の研磨処理で行われた被研磨物の表面状態の測定結果を基に修正した研
磨条件である、ことを特徴とする研磨装置である。
【００２３】
　請求項６に記載の発明は、前記制御部は、前記測定部で測定した被研磨物表面の測定結
果を蓄積する記録部を有することを特徴とする請求項５記載の研磨装置である。
【００２４】
　請求項７に記載の発明は、前記制御部は、複数の被研磨物を保管するカセットに設けら
れた該被研磨物に係る情報を記録した記録媒体を参照し、該被研磨物表面の情報が前記記
録部に蓄積されているか照合することを特徴とする請求項６記載の研磨装置である。
　これにより、カセットが異なっていても、研磨する膜質が同一であれば、同じデータ群
として、同じ膜質のデータ群毎に個別に管理して使用することができる。
【００２７】
　請求項８に記載の発明は、前記制御部は、前記第２の測定部による前記被研磨物表面の
任意の複数点における測定結果に基づいて、研磨条件における研磨レートを調整すること
を特徴とする請求項５記載の研磨装置である。
【００３０】
　請求項９に記載の発明は、複数の被研磨物が保管されたカセットから被研磨物を取出し
、被研磨物表面に複数段の研磨を行って該表面を平坦化した後、研磨後の被研磨物をカセ
ットに戻す操作を順次繰返す研磨装置を制御するためプログラムであって、カセットから
取出した１枚目の被研磨物に対して、（ａ）研磨開始前の被研磨物の表面状態の測定、（
ｂ）予め設定した被研磨物表面を平坦化する研磨条件での複数段の研磨及び各段の研磨間
での被研磨物の表面状態の測定、及び（ｃ）研磨終了後の被研磨物の表面状態の測定を含
む第１の研磨処理を実行させ、カセットから取出した２枚目以降の被研磨物に対して、（
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ｄ）研磨開始前の被研磨物の表面状態の測定、（ｅ）被研磨物表面を平坦化する研磨条件
での被研磨物表面の連続した複数段の研磨、及び（ｆ）研磨終了後の被研磨物の表面状態
の測定を含む第２の研磨処理を実行させ、カセットから取出した２枚目の被研磨物に対す
る連続した複数段の研磨の内の少なくとも１段の研磨の研磨条件は、カセットから取出し
た１枚目の被研磨物に対する第１の研磨処理で行われた被研磨物の表面状態の測定結果を
基に修正した研磨条件であり、カセットから取出した３枚目以降の被研磨物に対する連続
した複数段の研磨の内の少なくとも１段の研磨の研磨条件は、直前の被研磨物に対する第
２の研磨処理で行われた被研磨物の表面状態の測定結果を基に修正した研磨条件である、
ことを特徴とする研磨装置制御用プログラムである。
【００３２】
　請求項１０に記載の発明は、前記第２の研磨処理における（ｆ）研磨終了後の被研磨物
の表面状態の測定の測定結果を基に、被研磨物表面を追加研磨するか否かを決定し、追加
研磨を行った被研磨物の枚数または追加研磨率を基に、研磨条件を前記第２の研磨処理か
ら前記第１の研磨処理に変更させる手順を実行させることを特徴とする請求項９記載の研
磨装置制御用プログラムである。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明の研磨方法及び研磨装置によれば、特に各段の研磨プロセス間での基板等の被研
磨物における表面状態のＩＴＭ等の測定部による測定を可能な限り省略してスループット
を高め、しかも研磨条件（研磨レシピ）を改善させた多段研磨プロセスを行うことができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。なお、以下の例では、半導体ウ
エハ等の基板を被研磨物として、基板の表面（被研磨面）を平坦に研磨するようにした例
を示す。
【００３５】
　図１は、本発明の実施の形態に係る研磨装置の全体配置図を示す。図１に示すように、
研磨装置は、走行レール２００上を移動する搬送ロボット２０２がカセット２０４内にス
トックされている半導体ウエハ等の基板（被研磨物）の出し入れを行うとともに、未研磨
及び研磨済みの基板を、載置台２０６及び搬送ロボット２０８に中継させて、カセット２
０４とロータリートランスポーター２１０との間を往復させる。そして、ロータリートラ
ンスポーター２１０上の基板を、後述するトップリング１に保持させつつ研磨テーブル１
００上に位置させることにより、複数枚の基板を連続して研磨処理することができるよう
に、研磨装置はシステム化されている。
【００３６】
　研磨装置には、研磨後の基板を洗浄し乾燥させる洗浄機２１２，２１４、基板表面の２
段目の研磨を行う研磨テーブル２１６、研磨テーブル１００，２１６のドレッシングを行
うためのドレッサ２１８，２２０、及びドレッサ２１８を洗浄するための水桶２２２が備
えられている。なお、複数の研磨液や複数の研磨条件（研磨レシピ）を切替ることにより
、１台の研磨テーブル１００で２段研磨やそれ以上の複数段研磨を行うことも可能になっ
ている。
　また、４台の研磨テーブルを備え、２台の研磨テーブルを１セットとして基板を２段研
磨する運転や、４台の研磨テーブルを用いて基板を４段研磨する運転を可能とした研磨装
置を使用してもよい。
【００３７】
　これらの研磨装置は、研磨前、多段研磨プロセスにおけるプロセス間、あるいは研磨後
に洗浄及び乾燥処理を経た基板表面における膜の膜厚等の表面状態を測定する測定部とし
てのＩＴＭ（In-line　Thickness　Monitor）２２４を備えている。つまり、図１に示す
ように、走行レール２００の延長線上には、搬送ロボット２０２が研磨後の基板をカセッ



(7) JP 4808453 B2 2011.11.2

10

20

30

40

50

ト２０４内に収納する前、もしくは搬送ロボット２０２が研磨前の基板をカセット２０４
から取出した後（In-line）に、光学的手段による基板表面へ入射し反射した光学信号に
より、半導体ウエハ等の基板表面における酸化膜等の絶縁膜の膜厚、導電性膜の銅膜やバ
リア層等の研磨状態を測定するＩＴＭ（測定部）２２４が配置されている。
【００３８】
　この研磨装置は、基板の研磨中または／および研磨後に、基板表面の導電性膜が配線部
などの必要な領域を除いて除去され、または絶縁膜が除去されることをこれらのセンサ信
号や計測値を監視することにより検出して、多段研磨プロセスにおける各段の研磨条件や
、研磨処理工程の終点を決定し、適切な研磨処理を繰返すことができるようになっている
。ＩＴＭ２２４は、基板の表面（被研磨面）の全面について表面状態を測定することがで
き、これにより基板の特定の箇所における研磨結果や、基板の全体的な研磨結果について
調べることができる。
【００３９】
　研磨装置の研磨部は、研磨対象である半導体ウエハ等の基板を保持して研磨テーブル上
の研磨面に押圧し、これによって、基板の表面を平坦に研磨する。図２に示すように、ト
ップリング１の下方には、上面に研磨パッド（研磨布）１０１を貼付した研磨テーブル１
００が設置されている。研磨テーブル１００の上方には、研磨液供給ノズル１０２が設置
されており、この研磨液供給ノズル１０２によって研磨テーブル１００上の研磨パッド１
０１上に研磨液（スラリ）Ｑが供給される。これにより、研磨部が構成されている。
【００４０】
　研磨液Ｑとして、選択比（selectivity）を有するものが用いられる。選択比とは、基
板表面に複数の異なる種類の膜が形成されている場合に、それぞれの膜の研磨における除
去速度比のことを言う。例えば絶縁膜の上に金属膜が積層されている基板においては、絶
縁膜と金属膜の選択比（すなわち除去速度比）が大きい研磨液を用いることにより、絶縁
膜の削りすぎという問題が解消される。
【００４１】
　市場で入手できる研磨パッド１０１としては種々のものがあり、例えば、ロデール社製
のＳＵＢＡ８００、ＩＣ－１０００、ＩＣ－１０００／ＳＵＢＡ４００（二層クロス）、
フジミインコーポレイテッド社製のＳｕｒｆｉｎ　ｘｘｘ－５、Ｓｕｒｆｉｎ　０００等
がある。ＳＵＢＡ８００、Ｓｕｒｆｉｎ　ｘｘｘ－５、Ｓｕｒｆｉｎ　０００は、繊維を
ウレタン樹脂で固めた不織布であり、ＩＣ－１０００は、硬質の発泡ポリウレタン（単層
）である。発泡ポリウレタンは、ポーラス（多孔質状）になっており、その表面に多数の
微細な凹みまたは孔を有している。研磨パッド１０１は、基本的には消耗部材であり、基
板の表面を研磨することによりすり減っていく。実際の研磨プロセスにおいては、研磨パ
ッド１０１が所定の厚さになるか、または研磨速度が低下した時に、新しい研磨パッド１
０１への張り替えを行っている。
【００４２】
　トップリング１は、自在継手部１０を介してトップリング駆動軸１１に接続されており
、トップリング駆動軸１１は、トップリングヘッド１１０に固定されたトップリング用エ
アシリンダ１１１に連結されている。トップリング用エアシリンダ１１１によってトップ
リング駆動軸１１は上下動し、トップリング１の全体を昇降させるとともに、トップリン
グ本体２の下端に固定されたリテーナリング３を研磨テーブル１００に押圧する。トップ
リング用エアシリンダ１１１は、レギュレータＲＥ１を介して圧縮空気源１２０に接続さ
れており、レギュレータＲＥ１によって、トップリング用エアシリンダ１１１に供給され
る加圧空気の空気圧等の流体圧力を調整することができる。これにより、リテーナリング
３が研磨パッド１０１を押圧する押圧力を調整することができる。
【００４３】
　トップリング駆動軸１１は、キー（図示せず）を介して回転筒１１２に連結されている
。回転筒１１２は、その外周部にタイミングプーリ１１３を備えている。トップリングヘ
ッド１１０には、回転駆動部としてのトップリング用モータ１１４が固定されており、タ
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イミングプーリ１１３は、タイミングベルト１１５を介してトップリング用モータ１１４
に設けられたタイミングプーリ１１６に接続されている。従って、トップリング用モータ
１１４を回転駆動することによって、タイミングプーリ１１６、タイミングベルト１１５
及びタイミングプーリ１１３を介して回転筒１１２及びトップリング駆動軸１１が一体に
回転し、トップリング１が回転する。トップリングヘッド１１０は、フレーム（図示せず
）に固定支持されたトップリングヘッドシャフト１１７によって支持されている。
【００４４】
　また、図示しないが、トップリング用モータ１１４には、このトルクを測定する測定部
としてのトルクセンサが設けられている。例えば基板表面の研磨中に、基板上の金属膜が
除去されて金属膜の下に形成された絶縁膜が研磨面に対して露出すると、摩擦力の変化に
よりトップリング用モータ１１４にかかるトルクが変化する。この変化をトルクセンサ（
測定部）で検知し、これによって、金属膜が除去されたことを判定することができる。こ
のトルクセンサは、実際にモータのトルクを測るものでもよいし、モータの電流を計測す
るものでもよい。また、この例では、トルクセンサをトップリング用モータ１１４に設置
しているが、研磨テーブル１００を回転させるための研磨テーブル用モータに測定部とし
てのトルクセンサを設置してもよい。
【００４５】
　次に、トップリング１について、図３及び図４を用いてより詳細に説明する。図３は、
トップリング１を示す縦断面図、図４は、図３に示すトップリング１の底面図である。
　図３に示すように、トップリング１は、内部に収容空間を有する円筒容器状のトップリ
ング本体２と、トップリング本体２の下端に固定されたリテーナリング３を備えている。
トップリング本体２は、例えば金属やセラミックス等の強度及び剛性が高い材料から形成
されている。リテーナリング３は、例えば剛性の高い樹脂材又はセラミックス等から形成
されている。
【００４６】
　トップリング本体２は、円筒容器状のハウジング部２ａと、ハウジング部２ａの円筒部
の内側に嵌合される環状の加圧シート支持部２ｂと、ハウジング部２ａの上面の外周縁部
に嵌合された環状のシール部２ｃとを備えている。トップリング本体２のハウジング部２
ａの下面に固定されているリテーナリング３の下部は内方に突出している。なお、リテー
ナリング３をトップリング本体２と一体的に形成してもよい。
【００４７】
　トップリング本体２のハウジング部２ａの中央部上方には、上述したトップリング駆動
軸１１が配設されており、トップリング本体２とトップリング駆動軸１１とは自在継手部
１０により連結されている。この自在継手部１０は、トップリング本体２及びトップリン
グ駆動軸１１とを互いに傾動可能とする球面軸受け機構と、トップリング駆動軸１１の回
転をトップリング本体２に伝達する回転伝達機構とを備えており、トップリング本体２の
トップリング駆動軸１１に対する傾動を許容しつつ、トップリング駆動軸１１の押圧力及
び回転力をトップリング本体２に伝達する。
【００４８】
　球面軸受け機構は、トップリング駆動軸１１の下面の中央に形成された球面状凹部１１
ａと、ハウジング部２ａの上面の中央に形成された球面状凹部２ｄと、両凹部１１ａ，２
ｄ間に介装された、セラミックスのような高硬度材料からなるベアリングボール１２とか
ら構成されている。回転伝達機構は、トップリング駆動軸１１に固定された駆動ピン（図
示せず）とハウジング部２ａに固定された被駆動ピン（図示せず）とから構成される。ト
ップリング本体２が傾いても被駆動ピンと駆動ピンは相対的に上下方向に移動可能である
ため、これらは互いの接触点をずらして係合して、回転伝達機構がトップリング駆動軸１
１の回転トルクをトップリング本体２に確実に伝達する。
【００４９】
　トップリング本体２及びトップリング本体２に一体に固定されたリテーナリング３の内
部に画成された空間内には、トップリング１によって保持される半導体ウエハ等の基板Ｗ
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に当接する弾性パッド４と、環状のホルダーリング５と、弾性パッド４を支持する概略円
盤状のチャッキングプレート６とが収容されている。弾性パッド４は、その外周部がホル
ダーリング５と該ホルダーリング５の下端に固定されたチャッキングプレート６との間に
挟み込まれており、チャッキングプレート６の下面を覆っている。これにより弾性パッド
４とチャッキングプレート６との間には空間が形成されている。
【００５０】
　ホルダーリング５とトップリング本体２との間には弾性膜からなる加圧シート７が張設
されている。加圧シート７は、一端をトップリング本体２のハウジング部２ａと加圧シー
ト支持部２ｂとの間に挟み込み、他端をホルダーリング５の上端部５ａとストッパ部５ｂ
との間に挟み込んで固定されている。トップリング本体２、チャッキングプレート６、ホ
ルダーリング５、及び加圧シート７によって、トップリング本体２の内部に圧力室２１が
形成されている。図３に示すように、圧力室２１には、チューブやコネクタ等からなる流
体路３１が連通されており、圧力室２１は、流体路３１内に設置されたレギュレータＲＥ
２を介して圧縮空気源１２０に接続されている。なお、加圧シート７は、例えばエチレン
プロピレンゴム（ＥＰＤＭ）、ポリウレタンゴム、シリコンゴムなどの強度及び耐久性に
優れたゴム材によって形成されている。
【００５１】
　なお、加圧シート７がゴムなどの弾性体からなり、加圧シート７をリテーナリング３と
トップリング本体２との間に挟み込んで固定した場合には、弾性体としての加圧シート７
の弾性変形によってリテーナリング３の下面において好ましい平面が得られなくなってし
まう。従って、これを防止するため、この例では、別部材として加圧シート支持部２ｂを
設けて、加圧シート７をトップリング本体２のハウジング部２ａと加圧シート支持部２ｂ
との間に挟み込んで固定している。
【００５２】
　なお、特願平８－５０９５６号（特開平９－１６８９６４号公報）や特願平１１－２９
４５０３号に記載されているように、リテーナリング３をトップリング本体２に対して上
下動可能としたり、リテーナリング３をトップリング本体２とは独立に押圧可能な構造と
したりすることもでき、このような場合には、必ずしも上述した加圧シート７の固定方法
が用いられるとは限らない。
【００５３】
　弾性パッド４とチャッキングプレート６との間に形成される空間の内部には、弾性パッ
ド４に当接する当接部材としてのセンターバッグ８（中心部当接部材）及びリングチュー
ブ９（外側当接部材）が設けられている。この例においては、図３及び図４に示すように
、センターバッグ８は、チャッキングプレート６の下面の中心部に配置され、リングチュ
ーブ９は、このセンターバッグ８の周囲を取り囲むようにセンターバッグ８の外側に配置
されている。なお、弾性パッド４、センターバッグ８及びリングチューブ９は、加圧シー
ト７と同様に、例えばエチレンプロピレンゴム（ＥＰＤＭ）、ポリウレタンゴム、シリコ
ンゴム等の強度及び耐久性に優れたゴム材によって形成されている。
【００５４】
　チャッキングプレート６と弾性パッド４との間に形成される空間は、上記センターバッ
グ８及びリングチューブ９によって複数の空間に区画されており、これによりセンターバ
ッグ８とリングチューブ９の間には圧力室２２が、リングチューブ９の外側には圧力室２
３がそれぞれ形成されている。
【００５５】
　センターバッグ８は、弾性パッド４の上面に当接する弾性膜８１と、弾性膜８１を着脱
可能に保持するセンターバッグホルダー８２（保持部）とから構成されている。センター
バッグホルダー８２にはねじ穴８２ａが形成されており、このねじ穴８２ａにねじ５５を
螺合させることにより、センターバッグ８がチャッキングプレート６の下面の中心部に着
脱可能に取付けられている。センターバッグ８の内部には、弾性膜８１とセンターバッグ
ホルダー８２とによって中心部圧力室２４が形成されている。
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【００５６】
　同様に、リングチューブ９は、弾性パッド４の上面に当接する弾性膜９１と、弾性膜９
１を着脱可能に保持するリングチューブホルダー９２（保持部）とから構成されている。
リングチューブホルダー９２にはねじ穴９２ａが形成されており、このねじ穴９２ａにね
じ５６を螺合させることにより、リングチューブ９がチャッキングプレート６の下面に着
脱可能に取付けられている。リングチューブ９の内部には、弾性膜９１とリングチューブ
ホルダー９２とによって中間部圧力室２５が形成されている。
【００５７】
　圧力室２２，２３、中心部圧力室２４及び中間部圧力室２５には、チューブやコネクタ
等からなる流体路３３，３４，３５，３６がそれぞれ連通されており、各圧力室２２～２
５は、それぞれの流体路３３～３６内に設置されたレギュレータＲＥ３，ＲＥ４，ＲＥ５
，ＲＥ６を介して、供給源としての圧縮空気源１２０に接続されている。なお、上記流体
路３１，３３～３６は、トップリング駆動軸１１の上端部に設けられたロータリージョイ
ント（図示せず）を介して、各レギュレータＲＥ２～ＲＥ６に接続されている。
【００５８】
　上述したチャッキングプレート６の上方の圧力室２１及び上記圧力室２２～２５には、
各圧力室に連通される流体路３１，３３～３６を介して加圧空気等の加圧流体又は大気圧
や真空が供給されるようになっている。図２に示すように、圧力室２１～２５の流体路３
１，３３～３６上に配置されたレギュレータＲＥ２～ＲＥ６によってそれぞれの圧力室に
供給される加圧流体の圧力を調整することができる。これにより各圧力室２１～２５の内
部の圧力を各々独立に制御する又は大気圧や真空にすることができるようになっている。
【００５９】
　このように、レギュレータＲＥ２～ＲＥ６によって各圧力室２１～２５の内部の圧力を
独立に可変とすることにより、弾性パッド４を介して基板Ｗを研磨パッド１０１に押圧す
る押圧力を基板Ｗの部分（区画領域）毎に調整することができる。なお、場合によっては
、これらの圧力室２１～２５を真空源１２１に接続してもよい。
【００６０】
　次に、このように構成されたトップリング１の研磨時における動作について説明する。
研磨時には、トップリング１の下面に基板Ｗを保持させるとともに、トップリング駆動軸
１１に連結されたトップリング用エアシリンダ１１１を作動させてトップリング１の下端
に固定されたリテーナリング３を所定の押圧力で研磨テーブル１００の研磨パッド１０１
に押圧する。この状態で、圧力室２２，２３、中心部圧力室２４及び中間部圧力室２５に
それぞれ所定の圧力の加圧流体を供給し、基板Ｗを研磨テーブル１００の研磨パッド１０
１に押圧する。そして、研磨液供給ノズル１０２から研磨液Ｑを流すことにより、研磨パ
ッド１０１に研磨液Ｑが保持され、基板Ｗの研磨される面（下面）と研磨パッド１０１と
の間に研磨液Ｑが存在した状態で基板Ｗの下面の研磨が行われる。
【００６１】
　ここで、基板Ｗの圧力室２２，２３の下方に位置する部分は、それぞれ圧力室２２，２
３に供給される加圧流体の圧力で研磨面に押圧される。また、基板Ｗの中心部圧力室２４
の下方に位置する部分は、センターバッグ８の弾性膜８１及び弾性パッド４を介して、中
心部圧力室２４に供給される加圧流体の圧力で研磨面に押圧される。基板Ｗの中間部圧力
室２５の下方に位置する部分は、リングチューブ９の弾性膜９１及び弾性パッド４を介し
て、中間部圧力室２５に供給される加圧流体の圧力で研磨面に押圧される。
【００６２】
　従って、基板Ｗに加わる研磨圧力は、各圧力室２２～２５に供給される加圧流体の圧力
をそれぞれ制御することにより、基板Ｗの半径方向に沿った各部分毎に調整することがで
きる。即ち、後述するコントローラ（制御部）４００が、レギュレータＲＥ３～ＲＥ６に
よって、各圧力室２２～２５に供給する加圧流体の圧力をそれぞれ独立に調整し、基板Ｗ
を研磨テーブル１００上の研磨パッド１０１に押圧する押圧力を基板Ｗの部分毎に調整し
ている。このように、基板Ｗの部分毎に研磨圧力が所望の値に調整された状態で、回転し
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ている研磨テーブル１００の上面の研磨パッド１０１に基板Ｗが押圧される。同様に、レ
ギュレータＲＥ１によって、トップリング用エアシリンダ１１１に供給される加圧流体の
圧力を調整し、リテーナリング３が研磨パッド１０１を押圧する押圧力を変更することが
できる。
【００６３】
　このように、研磨中に、リテーナリング３が研磨パッド１０１を押圧する押圧力と、基
板Ｗを研磨パッド１０１に押圧する押圧力を適宜調整することにより、基板Ｗの中心部（
図４のＣ１）、中心部から中間部（Ｃ２）、外方部（Ｃ３）、そして周縁部（Ｃ４）、更
には基板Ｗの外側にあるリテーナリング３の外周部までの各部分における研磨圧力の分布
を所望の値とすることができる。
【００６４】
　なお、基板Ｗの圧力室２２，２３の下方に位置する部分には、弾性パッド４を介して流
体から押圧力が加えられる部分と、開口部４１の箇所のように、加圧流体の圧力そのもの
が基板Ｗに加わる部分とがあるが、これらの部分に加えられる押圧力は、同一圧力でもよ
く、それぞれ任意の圧力でも押圧ができる。また、研磨時には、弾性パッド４は、開口部
４１の周囲において基板Ｗの裏面に密着するため、圧力室２２，２３の内部の加圧流体が
外部に漏れることはほとんどない。
【００６５】
　このように、基板Ｗを同心の４つの円及び円環部分（Ｃ１～Ｃ４）に区画し、それぞれ
の部分（領域）を独立した押圧力で押圧することができる。研磨レートは、基板Ｗの研磨
面に対する押圧力に依存するが、上述したように各部分の押圧力を制御することができる
ので、基板Ｗの４つの部分（Ｃ１～Ｃ４）の研磨レートを独立に制御することが可能とな
る。従って、基板Ｗの表面の研磨すべき薄膜の膜厚に半径方向の分布があっても、基板全
面に亘って研磨の不足や過研磨をなくすことができる。
【００６６】
　即ち、基板Ｗの表面の研磨すべき膜が、基板Ｗの半径方向の位置によって膜厚が異なっ
ている場合であっても、上記各圧力室２２～２５のうち、基板Ｗの表面の膜厚の厚い部分
の上方に位置する圧力室の圧力を他の圧力室の圧力よりも高くすることにより、あるいは
、基板Ｗの表面の膜厚の薄い部分の上方に位置する圧力室の圧力を他の圧力室の圧力より
も低くすることにより、膜厚の厚い部分の研磨面への押圧力を膜厚の薄い部分の研磨面へ
の押圧力より大きくすることが可能となり、その部分の研磨レートを選択的に高めること
ができる。これにより、成膜時の膜厚分布に依存せずに基板Ｗの全面に亘って過不足のな
い研磨が可能となる。
【００６７】
　ここで、基板Ｗの周縁部に起こる縁だれは、リテーナリング３の押圧力を制御すること
により防止できる。また、基板Ｗの周縁部において研磨すべき膜の膜厚に大きな変化があ
る場合には、リテーナリング３の押圧力を意図的に大きく、あるいは、小さくすることで
、基板Ｗの周縁部の研磨レートを制御することができる。なお、上記各圧力室２２～２５
に加圧流体を供給すると、チャッキングプレート６は上方向の力を受けるので、この例で
は、圧力室２１には流体路３１を介して圧力流体を供給し、各圧力室２２～２５からの力
によりチャッキングプレート６が上方に持ち上げられるのを防止している。
【００６８】
　上述のようにして、トップリング用エアシリンダ１１１によるリテーナリング３の研磨
パッド１０１への押圧力と、各圧力室２２～２５に供給する加圧空気による基板Ｗの部分
毎の研磨パッド１０１への押圧力とを適宜調整して基板Ｗの研磨が行われる。
【００６９】
　以上説明したように、圧力室２２，２３、センターバッグ８の内部の圧力室２４、及び
リングチューブ９の内部の圧力室２５の圧力を独立に制御することにより、基板に対する
押圧力を制御することができる。更に、この例によれば、センターバッグ８及びリングチ
ューブ９の位置や大きさなどを変更することによって、押圧力の制御を行う範囲を簡単に
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変更することができる。
【００７０】
　すなわち、基板の表面に形成される膜の膜厚分布は、成膜の方法や成膜装置の種類によ
り変化するが、この例によれば、基板に押圧力を加える圧力室の位置や大きさをセンター
バッグ８及びセンターバッグホルダー８２、またはリングチューブ９及びリングチューブ
ホルダー９２を交換するだけで変更することができる。従って、研磨すべき膜の膜厚分布
に合わせて押圧力を制御すべき位置や範囲をトップリング１の極一部を交換するだけで容
易かつ低コストで変更することが可能となる。換言すれば、研磨すべき基板の表面の研磨
すべき膜の膜厚分布に変化があった場合にも、容易かつ低コストで対応することができる
。なお、センターバッグ８またはリングチューブ９の形状及び位置を変更すると、結果的
にセンターバッグ８とリングチューブ９に挟まれる圧力室２２及びリングチューブ９を取
り囲む圧力室２３の大きさを変えることにもなる。
【００７１】
　この研磨装置の研磨対象となる基板上には、例えば配線を形成するための銅めっき膜が
成膜されているとともに、その下地材料としてバリア層が成膜されている。この研磨装置
の研磨対象となる基板の最上層に酸化シリコン等の絶縁膜が成膜されているときには、光
学式センサやマイクロ波センサによりその絶縁膜の膜厚を検知することができる。光学式
センサの光源としては、ハロゲンランプ、キセノンフラッシュランプ、ＬＥＤまたはレー
ザー光源などが用いられる。
【００７２】
　以下、本発明に係る研磨装置のコントローラ４００が実行する研磨方法についてより詳
細に説明する。
　図５に示すように、コントローラ４００は、操作パネルなどのマン－マシン・インター
フェース４０１からの入力や、各種データ処理を行うホストコンピュータ４０２からの入
力に基づいて、所望形状などの目標プロファイルになるように基板Ｗを目標研磨レート（
研磨量）で研磨する。データベース４０４（図６等参照）内には、基板の研磨対象である
膜種に応じた研磨レシピが予め保存されており、コントローラ４００は、カセット２０４
に設けられたバーコードなどの記録媒体から、カセット２０４が保管している基板Ｗの表
面に形成された膜の種類についての情報を取得し、これに対応した研磨条件（研磨レシピ
）をデータベース４０４から読み出し、基板Ｗの領域Ｃ１～Ｃ４毎に対応する研磨レシピ
を自動作成するようになっている。
【００７３】
　この研磨レシピにより研磨処理工程が終了した基板は、洗浄、乾燥工程を経てＩＴＭ２
２４に搬送され、研磨後の基板表面における膜厚、段差の高低差等の表面状態が測定され
る。ここで得られた測定結果に応じて、研磨条件（研磨レシピ）を修正（更新）するフィ
ードバック処理を行うことにより、最適条件で基板Ｗの研磨処理を繰返す。
【００７４】
　通常、研磨処理工程においては、処理が始まると、カセット２０４から基板Ｗが順次取
出されて研磨が行われる。しかし、研磨処理工程を開始する際、例えば、研磨処理工程を
長時間休止していた状態から研磨処理工程を再開する場合、カセット内の１枚目の基板を
研磨する場合、若しくは研磨パッド１０１、ドレッサ、研磨液、トップリング内のリテー
ナリング、バッキングフィルム、メンブレン等の消耗部材を新しいものに交換した直後、
その他、研磨レシピの修正が必要な場合などにおいては、研磨処理工程を開始する際の１
枚目についてのみ基板を流して研磨を行い、次の２枚目以降の基板は、１枚目の基板が研
磨終了後ＩＴＭによって測定されるまで連続して基板を流さないようにしている。この基
板の流れを遮断する操作のことをゲーティング（Gating）と呼ぶ。
【００７５】
　以下、ゲーティングを用いた研磨処理工程の一例について、図６を参照して説明する。
まず、操作パネルなどのマン－マシン・インターフェース４０１からの入力や、各種デー
タ処理を行うホストコンピュータ４０２からのコントローラ４００への入力に基づいて、
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ゲーティングが実行される（ゲーティングオン）。そして、ゲーティングに引き続き、ホ
ストコンピュータ４０２は、プログラムに基づき、以下のような研磨処理工程を実行する
ように研磨装置内の各部へ指令を出す。
【００７６】
　つまり、図６に示すように、例えば、カセットから取出された１枚目の基板は、先ずＩ
ＴＭ２２４に搬送され、ここで研磨前の初期状態における基板表面の膜厚等の表面状態が
測定される。次に、予め設定された研磨条件（研磨レシピ）に基づいて、基板の表面に対
する１段目の研磨が行われる。１段目の研磨を終了した基板は、洗浄後、乾燥されて、再
びＩＴＭ２２４に搬送され、ここで１段目の研磨後の基板表面における膜厚等の表面状態
が測定される。その後、予め設定された研磨レシピに基づいて、基板の表面に対する２段
目の研磨が行われる。２段目の研磨を終了した基板は、洗浄後、乾燥されて、再びＩＴＭ
２２４に搬送され、ここで２段目の研磨後の基板表面における膜厚等の表面状態が測定さ
れ、しかる後、カセットに戻される。これによって、１枚目の基板の研磨処理工程が終了
して、ゲーティングが解除される(ゲーティングオフ)。
【００７７】
　そして、２枚目の基板がカセットから取出されると、２枚目の基板は、先ずＩＴＭ２２
４に搬送され、ここで研磨前の初期状態における基板表面の膜厚等の表面状態が測定され
る。次に、予め定められた研磨レシピに基づいて、基板表面に対する１段目の研磨が行わ
れ、引き続き、研磨レシピに基づいて、基板表面に対する２段目の研磨が行われる。つま
り、１段目の研磨を終了した基板は、ＩＴＭ２２４に搬送されて、その表面状態が測定さ
れることはない。そして、２段目の研磨を終了した基板は、洗浄後、乾燥されて、再びＩ
ＴＭ２２４に搬送され、ここで２段目の研磨後における基板表面の膜厚等の表面状態が測
定され、しかる後、カセットに戻される。これによって、２枚目の基板の研磨処理工程が
終了する。
【００７８】
　２枚目の基板に対する２段目の研磨の研磨レシピ（研磨条件）は、ＩＴＭ２２４によっ
て測定された、１枚目の基板に対する２段目の研磨前後における膜厚等の表面状態の測定
結果に基づいて、つまり、表面状態の測定結果がフィードバックされて、最適に修正（更
新）される。
【００７９】
　カセットから取出された３枚目以降の基板（ｎ枚目の基板）は、先ずＩＴＭ２２４に搬
送され、ここで研磨前の初期状態における基板表面の膜厚等の表面状態が測定される。次
に、予め定められた研磨レシピに基づいて、基板表面に対する１段目の研磨が行われ、引
き続き、研磨レシピに基づいて、基板表面に対する２段目の研磨が行われる。つまり、１
段目の研磨を終了した基板は、ＩＴＭ２２４に搬送されて、その表面状態が測定されるこ
とはない。そして、２段目の研磨を終了した基板は、洗浄後、乾燥されて、再びＩＴＭ２
２４に搬送され、ここで２段目の研磨後における基板表面の膜厚等の表面状態が測定され
、しかる後、カセットに戻される。これによって、３枚目以降の基板の研磨処理工程が終
了する。
【００８０】
　３枚目以降の基板に対する２段目の研磨の研磨レシピ（研磨条件）は、ＩＴＭ２２４に
よって測定された、直前の基板に対する初期状態及び２段目の研磨終了後における膜厚等
の表面状態の測定結果に基づいて、つまり、表面状態の測定結果がフィードバックされて
、最適に修正（更新）される。
【００８１】
　この例は、１段目の研磨における研磨条件（研磨レシピ）を固定し、全ての基板に対し
て同一の研磨レシピで１段目の研磨を行い、２段目の研磨条件のみを、直近の基板に対す
る測定結果を基に、最適となるように修正（更新）するようにしている。なお、１枚目の
基板に対する研磨前の初期状態における基板表面における膜厚等の表面状態の測定値をホ
ールドしておいて、２枚目以降の基板に対する初期状態の測定を行うことなく、この値を
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そのまま使用してもよい。また、この例では２段研磨について説明しているが、３段研磨
、４段研磨等の複数段研磨についても上記と同様の運転が可能である、この場合は、複数
段研磨における所定の（予め設定した）段の研磨条件を上記の２段目の研磨条件に当ては
めることになる。また、２段目以降の研磨条件に限らず、１段目の研磨条件に上記の２段
目の研磨条件を適用することも可能となっている。このことは以下の例においても同様で
ある。
【００８２】
　このように、カセットから取出された２枚目以降の基板に対して、１段目の研磨終了後
における基板表面の膜厚等の表面状態をＩＴＭ等で測定することなく、２段目の研磨を１
段目の研磨に連続して行うことで、ＩＴＭによる測定を省略して、スループットを向上さ
せ、しかも、直近の測定結果を基に２段目の研磨条件を修正（更新）することで、２段目
の研磨を最適な研磨条件で行うことができる。
【００８３】
　この例において、コントローラ４００は、更に以下のような制御を行うようにしている
。つまり、研磨装置内には、研磨時間と研磨量との関係を示すデータ、研磨パッドの消耗
度、追加研磨（Re-work）する基板の枚数、研磨パッドの表面温度及びドレッサの消耗度
等の研磨に関するデータを蓄積したデータベース４０４が格納されている。ここで、追加
研磨とは、基板の研磨終了後、ＩＴＭ２２４により基板表面を測定した結果、研磨対象の
膜が除去されていないと判断され、再度研磨する工程をいう。多段研磨にかかる各段の研
磨レシピを修正する際には、このデータベース４０４内のデータを用いている。
【００８４】
　例えば、研磨パッド１０１の消耗度は、研磨パッド１０１により研磨された基板Ｗの枚
数に比例する。データベース内には、研磨パッド１０１を新しく張り替えてから研磨され
た基板の枚数をカウントしたデータが格納されており、このデータに基づいて研磨レシピ
等やドレッサによるドレッシングの頻度や時間を修正する。また、実際に研磨面に光や超
音波等を照射して実際の消耗度を測定してもよい。
【００８５】
　上記データベースは、追加研磨する基板の枚数をカウントすることにより追加研磨の発
生率を求め、予めマシン・インターフェース４０１等から設定された設定値よりも追加研
磨の発生率が高い場合は、ゲーティングを実行し（Gating　on）、再び上記した１枚目の
基板に対して行った研磨処理工程を行うようにしている。
　また、追加研磨の発生率のほかにも、ゲーティング実行のパラメータとして、追加研磨
数や研磨後の基板の被研磨表面の段差形状における高低差、研磨後の各基板の研磨量の平
均値または偏差、または予め入力した研磨量の上限値または下限値が用いられる。
【００８６】
　下記に、ゲーティングを用いた追加研磨工程を示す。追加研磨は研磨対象膜が完全に除
去されるまで、あるいは所定の厚さまで除去されるまで、繰り返し行われる。具体的には
、１枚の基板（ウエハ）について１度追加研磨を行い、その後ＩＴＭにて表面の測定を行
い、除去が不完全であると判定された時には、再度追加研磨を行うことになる。
【００８７】
　本発明では重複した追加研磨の回数を低減させるため、下記の追加研磨処理を行ってい
る。つまり、１枚目の基板に対してゲーティングを実行し（ゲーティングオン）、予め設
定された研磨条件（研磨レシピ）に基づいて、追加研磨を行う。そして、追加研磨を行っ
た基板を、洗浄後、乾燥し、ＩＴＭ２２４に搬送して研磨後の基板表面における膜厚等の
表面状態を測定し、除去の状態が設定値を満足するものであればカセットに戻し、除去の
状態が設定値を満足しない時には、再度追加研磨を行う。除去の状態が設定値を満足する
ものになったら１枚目の基板の追加処理工程が終了して、ゲーティングを解除する。
【００８８】
　２枚目以降の基板に対しては、基板の表面状態（膜厚等）および１枚目の研磨結果を基
に研磨レシピを修正し、追加研磨を行う。追加研磨後、洗浄、乾燥し、ＩＴＭ２２４に搬
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送して研磨後の基板表面における膜厚等の表面状態を測定する。この時の研磨条件は、次
の３枚目の研磨レシピにフィードバックされる。
【００８９】
　図７は、ゲーティングを用いた研磨処理工程の他の例を示す。この例は、前記図６に示
す例と択一的に行われるもので、図６に示す例と異なる点は、以下の通りである。つまり
、この例にあっては、例えはカセットから取出された１枚目の基板に対して、前述の例と
同様なゲーティングが行われる。そして、カセットから取出された２枚目の基板は、先ず
ＩＴＭ２２４に搬送され、ここで研磨前の初期状態における基板表面の膜厚等の表面状態
が測定される。次に、研磨条件（研磨レシピ）に基づいて、基板の表面に対する１段目の
研磨と２段目の研磨が連続して行われる。そして、２段目の研磨を終了した基板は、洗浄
後、乾燥されて、再びＩＴＭ２２４に搬送され、ここで２段目の研磨後の基板表面におけ
る膜厚等の表面状態が測定されてカセットに戻される。
【００９０】
　カセットから取出された２枚目の基板に対する１段目または２段目の研磨の少なくとも
一方の研磨レシピ（研磨条件）は、ＩＴＭ２２４によって測定された、１枚目の基板に対
する２段目の研磨前後における膜厚等の表面状態の測定結果がフィードバックされて更新
（修正）される。
【００９１】
　カセットから取出された３枚目以降の基板は、先ずＩＴＭ２２４に搬送され、ここで研
磨前の初期状態における基板表面の膜厚等の表面状態が測定され、研磨レシピに基づいて
、基板表面に対する１段目及び２段目の研磨が連続して行われる。そして、２段目の研磨
を終了した基板は、洗浄後、乾燥されて、再びＩＴＭ２２４に搬送され、ここで２段目の
研磨後における基板表面の膜厚等の表面状態が測定されてカセットに戻される。
【００９２】
　カセットから取出された３枚目以降の基板に対する１段目または２段目の少なくとも一
方の研磨の研磨レシピ（研磨条件）は、ＩＴＭ２２４によって測定された、直前の基板に
対する初期状態及び２段目の研磨終了後における膜厚等の表面状態の測定結果がフィード
バックされて更新（修正）される。
【００９３】
　例えば、追加研磨の発生率が設定値よりも高くなった場合に、フィードバックを掛ける
対象を図６に示す２段目のみの研磨から、図７に示す１段目の研磨または１段目と２段目
の研磨の両方に移すというように、フィードバックの掛け方を変更することで、追加研磨
の発生率を下げるようにすることができる。
【００９４】
　この例における２枚目以降の基板に対する研磨前の膜厚等のデータ取得の有無、再ゲー
ティングの有無、フィードバックの掛け方の指定などの判断等においては、作業者による
判断で行うことも可能であるが、主にホストコンピュータ４０２内に記録されているプロ
グラムにより上記の判断を自律的に行うようにしている。
【００９５】
　以上のように、基板表面の周辺の環境や条件の変化等を加味した制御を行うことによっ
て、基板の表面状態のみをフィードバックして研磨レシピを改善する制御手段に比べて、
精度の高い研磨運転を行うことが可能となる。基板の表面状態のみをフィードバックして
研磨レシピを改善する制御手段においては、研磨の結果を反映した制御を行うのみである
のに対し、基板の表面状態のフィードバックに基板表面の周辺の環境、条件の変化を加味
した制御手段においては、研磨後の基板表面のプロファイルに対する原因と結果の両方を
パラメータとしているため、研磨運転を良好に行うことができる。この制御手法は、ＡＰ
Ｃ（Advanced　Process　Control）やＥＥＳ(Equipment　Engineering　System)と呼ばれ
る制御手法を基にしている。
【００９６】
　なお、上記の例では、ＩＴＭ２２４として光学式のものを用いている。このため、基板
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表面に設けられた、研磨の対象となる膜が金属である場合には、基板表面の膜に投光して
も、光が全反射して膜厚が測定できない。このため、適用し得る研磨対象となる膜は、絶
縁膜などの非金属膜である。また、上記の例では２段研磨について説明したが、３段以上
の複数段研磨においても適用することができる。この場合においてはフィードバックを掛
ける段の組み合わせが増えることとなるが（例えば１，２，３，４段目にフィードバック
を掛ける、３段目のみにフィードバックを掛ける、など）、研磨結果の履歴や研磨対象の
膜種や研磨液の種類などをパラメータとして適宜フィードバックの掛け方が選択される。
【００９７】
　図９及び図１０は、研磨対象となる膜が金属膜の場合に適用される本発明の他の例を示
す。この例は、図１０に示すように、基板上に形成した絶縁膜３００の内部のビアホール
３０２及びトレンチ３０４を含む該絶縁膜３００の表面にバリア層３０６を設け、バリア
層３０６の表面に銅やタングステン等からなる配線材料３０８を形成した基板表面を研磨
し、絶縁膜３００の表面の余剰な金属膜、つまりバリア層３０６及び配線材料３０８を除
去して、ビアホール３０２及びトレンチ３０４内に埋設した配線材料３０８で配線を形成
するようにしている。
【００９８】
　先ず、図９（ａ）に示すように、例えばカセット２０４から取出した１枚目の基板に対
するゲーティングを実行する。つまり、カセット２０４から取出した１枚目の基板を研磨
装置のトップリング１で保持し、トップリング１を回転させつつ、該トップリング１で保
持した基板を研磨テーブル１００の研磨パッド１０１に押圧し、同時に研磨パッド１０１
に研磨液供給ノズル１０２から研磨液を供給して、予め設定された研磨レシピ（研磨条件
）で基板表面に対する１段目の研磨を行う。この１段目の研磨では、主に余剰な金属膜（
バリア層３０６及び配線材料３０８）の研磨除去を行う。このとき、１段目の研磨の終点
を、トップリング用モータ１１４のトルクのトルクセンサ（測定部）により検知する。つ
まり、トルクセンサで絶縁膜３００の表面が露出したことを検知した時点で１段目の研磨
を終了する。
【００９９】
　１段目の研磨を終了した基板を洗浄し乾燥させた後、ＩＴＭ２２４に搬送し、このＩＴ
Ｍ２２４で１段目の研磨を終了した基板の膜厚等の表面状態を測定する。次に、この基板
に対する２段目の研磨を行う。この２段目の研磨は、１段目の研磨を行った研磨テーブル
１００で行っても、他の研磨テーブル２１６で行ってもよい。２段目の研磨においては、
主にバリア層３０６の下に形成された絶縁膜３００の研磨を行う。ここで、２段目の研磨
では絶縁膜３００を完全に除去することを目的としておらず、所定の厚さＴだけ絶縁膜３
００を除去することを目的としている。この工程をタッチアップ（Touch　Up）とよび、
１段目の研磨によって絶縁膜３００の表面に生じた傷等の除去を目的としている。この傷
は、主に１段目の研磨で用いた研磨液（スラリ）によって生じたものであり、タッチアッ
プにおいては、研磨液の種類を変更して研磨を行う。
【０１００】
　２段目の研磨を終了した基板を洗浄し乾燥させた後、ＩＴＭ２２４に搬送し、このＩＴ
Ｍ２２４で２段目の研磨を終了した基板の膜厚等の表面状態を測定する。しかる後、基板
をカセットに戻し、これによって、１枚目の基板に対する研磨処理工程を終了して、ゲー
ティングを解除する。
【０１０１】
　この１段目の研磨の際に研磨テーブル１００に供給される研磨液として、金属膜（配線
材料３０８及びバリア層３０６）に対する研磨レートの方が絶縁膜３００に対する研磨レ
ートよりも高い研磨液、つまり選択比の高い研磨液を使用することが好ましい。これによ
り、研磨液の有する選択比により、金属膜を除去した後の研磨レートを大幅に落として、
金属膜の下に設けられた絶縁膜３００を削りこむことなく、１段目の研磨を終了すること
ができる。
【０１０２】
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　カセットから取出された２枚目の基板に対しては、図９（ｂ）に示すように、１段目の
研磨と２段目の研磨（タッチアップ）を連続して行い、２段目の研磨を終了した基板を洗
浄し乾燥させた後、ＩＴＭ２２４に搬送し、このＩＴＭ２２４で２段目の研磨を終了した
基板の膜厚等の表面状態を測定する。しかる後、基板をカセットに戻し、これによって、
２枚目の基板に対する研磨処理工程を終了する。
【０１０３】
　この時、２枚目の基板に対する１段目の研磨における研磨レシピは、１枚目の基板に対
する１段目の研磨における研磨レシピと同じであり、２段目の研磨における研磨レシピは
、ＩＴＭ２２４によって測定された、１枚目の基板に対する２段目の研磨前後における膜
厚等の表面状態の測定結果がフィードバックされて更新（修正）される。
【０１０４】
　カセットから取出された３枚目以降の基板（ｎ枚目の基板）に対しては、図９（ｃ）に
示すように、１段目の研磨と２段目の研磨（タッチアップ）を連続して行い、２段目の研
磨を終了した基板を洗浄し乾燥させた後、ＩＴＭ２２４に搬送し、このＩＴＭ２２４で２
段目の研磨を終了した基板の膜厚等の表面状態を測定する。しかる後、基板をカセットに
戻し、これによって、３枚目以降の基板に対する研磨処理工程を終了する。
【０１０５】
　この時、３枚目の基板に対する１段目の研磨における研磨レシピは、１枚目の基板に対
する１段目の研磨における研磨レシピと同じであり、２段目の研磨における研磨レシピは
、ＩＴＭ２２４によって測定された、直前の基板に対する２段目の研磨後における膜厚等
の表面状態の測定結果がフィードバックされて更新（修正）される。
　なお、前述の図７に示す例とほぼ同様に、１段目の研磨または２段目の研磨の少なくと
も一方を更新（修正）するようにしてもよい。
【０１０６】
　なお、上述した例では、余分な金属膜（バリア層３０６及び配線材料３０８）が除去さ
れた時を１段目の研磨終了としているが、図１１及び図１２に示すように、金属膜が完全
に除去される前を１段目の研磨終了として、１段目の研磨と２段目を連続して行うように
してもよい。この場合は、２段目の研磨においても、金属膜の除去を行うことになるが、
図１３に示すように、トルクセンサにより金属膜（バリア層）の除去を検知した後、つま
り、トルクが急激に減少したことをトルクセンサで検知した後に絶縁膜の研磨（タッチア
ップ）を行う。ここで、研磨条件（研磨レシピ）の更新（修正）は、金属膜除去後のタッ
チアップにかかる研磨工程のみに対して行う。例えば、トルクセンサにより金属膜の除去
を検知した後に絶縁膜の研磨を行うが、この絶縁膜研磨の研磨時間のみをフィードバック
の対象とすることができる。
【０１０７】
　このような２段研磨を行うことにより、例えば２台の研磨テーブル１００，２１６を用
いて１段ずつ研磨を別々に行う際に、それぞれの研磨テーブル１００，２１６における研
磨時間を同一にすることができる。これにより、一方の研磨テーブルの研磨終了を待つこ
とがなくなり、その分スループットが向上する。
　また、上記の例では１段目の研磨にトルクセンサ、２段目の研磨に光学式センサをそれ
ぞれ用いているが、これらのセンサの他にも、研磨テーブルに渦電流センサを搭載するこ
とが可能である。これらの３つのセンサのいずれも、任意の段数の研磨に適用することが
可能となっている。
【０１０８】
　上述したデータベース４０４内には、研磨時間と研磨量との関係を示すデータが記録さ
れている。図１４は、研磨時間と研磨量の関係を示すグラフで、図１５は、研磨時間と研
磨量の関係の異なるモード（（ａ）は処理時間モード、（ｂ）は近似モード）の例を示す
。これらのデータを基に、研磨レートを求めるアルゴリズムを逐次更新していくことがで
きる。つまり、研磨した基板の枚数に従いデータの量は増加し、データベース内に蓄積さ
れた研磨量と研磨時間との関係のデータを基に、研磨レートについての近似式を算出でき
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るようになっている。これにより、データ量の増加に伴い、近似式の形は変化し、より精
度の高いものになる。
　実際の研磨処理工程において、フィードバックをかける際には、所定の時間間隔ごとに
近似式を更新し、これをもとに研磨レートを変更することが可能となっている。
【０１０９】
　なお、研磨量と研磨時間との関係を蓄積したデータは、研磨対象となる膜種、パターン
の構造、あるいは膜厚に従って個別に管理されている。言い換えれば、カセットが異なっ
ていても、膜種等が同一であれば同じデータ群としてデータベースへの蓄積を行うことが
できるようになっている。これにより、例えばカセットに設けられた記録媒体から研磨対
象の基板の膜種、膜厚等の情報を取得した際、当該情報がデータベースに保存されている
ものと合致する時には、研磨前にＩＴＭにより基板の初期膜厚を測定せずともデータベー
スから予想表面状態としての研磨前データを算出するができる。また研磨レシピもデータ
ベースから呼び出すだけでよい。
【０１１０】
　前述した様に、研磨処理工程を終了した基板は、ＩＴＭ２２４に搬送され、ここで基板
表面の膜厚等の表面状態が測定される。ここで得られたデータに基づき、図５に示す、基
板Ｗの領域Ｃ１～Ｃ４毎に対応する研磨条件（研磨レシピ）を更新（修正）するフィード
バック処理を行っている。この例では、研磨レシピの更新を、研磨レートとプロファイル
コントロールの２種類について行っている。研磨レートとは、単位時間当りの研磨量を指
し、プロファイルコントロールとは、基板Ｗの領域Ｃ１～Ｃ４毎に対応する研磨レシピ（
ここでは、主に押圧力）の設定を指す。
【０１１１】
　従来、研磨レートとプロファイルコントロール両者の修正は、基板上の任意の点におけ
る膜厚等のデータに基づいて行われる。ここで、研磨レートの修正は、基板上の複数の測
定点における膜厚の平均値を基にして行われ、プロファイルコントロールの修正は、基板
の領域（Ｃ１～Ｃ４のいずれか）における膜厚を基にして行われる。ここにおいて、研磨
レートとプロファイルコントロールの両者が同一の測定点を取り込む場合がありうる。こ
の場合においては、研磨レートについても、プロファイルコントロールについても、ある
１点について修正がなされた研磨レシピが再作成されることとなる。その結果、その１点
については、過剰に研磨がなされたり、逆に研磨が不足したりすることがありうる。
【０１１２】
　このため、この例では、コントローラ４００は、予めＩＴＭ２２４からデータを取得す
る際には、基板上の測定点につき、研磨レートを算出するために用いる点と、プロファイ
ルコントロールを算出するために用いる点とが重複することのないようにしている。例え
ば、プロファイルコントロールを、基板の領域Ｃ４の部分のみに限って行う際には、図１
６に示すように、最初にＩＴＭによる測定対象となる点Ｐ１を領域Ｃ１～Ｃ４の全域に表
示しておき、そこから測定値が基準値となる点Ｐ２を領域Ｃ１～Ｃ３から、測定値が比較
値となる点Ｐ３を領域Ｃ４からそれぞれ選び、研磨レートは、領域Ｃ４に位置する比較値
となる点Ｐ３の測定値を用いることなく、領域Ｃ１～Ｃ３内に位置する基準値となる点Ｐ
２における測定値の平均値を用いるようにしている。ここで、基準値に対する比較値の差
分をレンジ（Range）と表現し、これを軸としたテーブルを作製することで、プロファイ
ルコントロールが可能となる。また、平均値の代わりに、最大値、最小値、最頻値等を基
準値とすることができる。
【０１１３】
　また、ここでは研磨レートとプロファイルコントロールの両者が同一の測定点を取り込
む場合を完全に排除しているが、測定点が取り込まれた場合でもそれが少数であって、演
算上の影響を及ぼさない程度のものであれば、研磨レートとプロファイルコントロールの
両者で共通する測定点を取り込んでもよい。これは、測定点が少ない場合にデータの点数
を確保する点で有用である。
【０１１４】
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　前述のように、基板表面に積層された複数の膜を研磨する際には、選択比を有する研磨
液が使用されている。一般的に、より適切な研磨作業のために研磨時間を管理することが
必要となるが、この研磨液の選択比が研磨時間の算出を困難なものにしている。例えば、
図１７に示すように、シリコン基板３１０上に順次積層したＳｉＮ膜３１２と酸化膜３１
４を、図１８に示すように、ＳｉＮ膜３１２の途中のターゲット（研磨目標）まで研磨す
る場合を考える。この場合、実際に研磨した結果が、図１９に示すように、酸化膜３１４
が残った場合と、図２０に示すように、酸化膜３１４が完全に除去された場合とで研磨条
件（研磨レシピ）の修正の処理が異なる。
【０１１５】
　つまり、図１９に示すように、酸化膜３１４が残った場合については、研磨液の選択比
を考慮し、酸化膜：ＳｉＮ膜の研磨レートを考慮にいれて研磨レシピの修正を行わなくて
はならない。これに対して、図２０に示すように、酸化膜３１４が完全に除去された場合
は、ＳｉＮ膜３１２の研磨レートのみを考慮に入れて、研磨レシピの修正を行うことがで
きる。このため、研磨レシピの修正に際して、膜厚測定の結果を基に、酸化膜３１４が完
全に除去されたか否か作業者が判断する必要があった。しかしながら、この判断作業は、
一般に困難で、しかも多大の時間を要する。
【０１１６】
　そこで、この例では、予め研磨液の選択比を反映した合成膜厚値を算出するようにして
いる。例えば、選択比が酸化膜：ＳｉＮ＝５：１の研磨液を用いて酸化膜とＳｉＮ膜の研
磨を行う時に、図２１に示すように、ＳｉＮの膜厚を実際の膜厚の５倍に設定し、これを
酸化膜の膜厚に加算した値を合成膜厚値としている。
【０１１７】
　このように合成膜厚値を算出することにより、膜種が異なっていても、同一の膜を削る
のと同じ条件で研磨を行うことができるため、上記のような煩雑な場合分けを行う必要が
なくなり、上記の演算処理を行うプログラムをホストコンピュータに組み込むことにより
、研磨レシピの修正を自律的に行うことができる。
【０１１８】
　具体的には、予め研磨対象となる基板表面の膜種、積層構造、各膜の膜厚、さらに使用
する研磨液の選択比が既知であれば、上記の合成膜厚値の算出が可能となる。そして、一
度取得したこれらのデータをデータベースに記録して蓄積することにより、自律的な合成
膜厚値の算出が可能な膜種が増加し、更に、これらの合成膜厚値に基づいた研磨結果を蓄
積することによって、合成の精度が向上する。また、選択比のない研磨液を用いる場合に
は、選択比＝１：１と処理することにより合成膜厚値を生成する。このようにして、選択
比の有無によってプログラムの作動条件を切り換える等の煩雑な処理を経ずして研磨処理
を行うことができる。
【０１１９】
　なお、オートメーション化が進められた工場においては、研磨（ＣＭＰ）のＡＰＣが工
程終了後に膜厚測定を行って合否判定を行うのと同じように、前工程・後工程の装置も同
様の測定・合否判定を持って工程の終了を迎えることが広く行われている。従って、この
結果を研磨装置に取込み、つまり前工程の最終膜厚値（Remain）をホストコンピュータか
ら読込んで、研磨装置の初期膜厚として利用できれば、初期膜厚の測定時間を省略してス
ループットを向上させ、しかも、初期膜厚が全数得られることにより、ＣＬＣ（閉ロープ
制御）の精度を向上させたり、或はＩＴＭを使用できない工程においてもＣＬＣを提供で
きる可能性が高まるといったメリットが生じる。
【０１２０】
　例えば、研磨の前工程の成膜装置において、成膜状態を計測する膜厚測定装置のデータ
を研磨装置における研磨対象基板の研磨前膜厚のデータとして使用したり、研磨装置の研
磨後の基板に関する膜厚測定装置のデータを後工程にかかる装置の処理前データとして使
用したりする等が挙げられる。
【図面の簡単な説明】
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【０１２１】
【図１】実施の形態に係る研磨装置の全体配置図を示す。
【図２】研磨装置の研磨部を示す概要図である。
【図３】研磨装置のトップリングを示す縦断面図である。
【図４】研磨装置のトップリングの底面図である。
【図５】研磨装置の制御ブロック図である。
【図６】ゲーティングを用いた研磨処理工程の一例を示す図である。
【図７】ゲーティングを用いた追加研磨工程の一例を示す図である。
【図８】ゲーティングを用いた研磨処理工程の他の例を示す図である。
【図９】ゲーティングを用いた他の研磨処理工程の一例を示す図である。
【図１０】図１０に示す研磨工程における研磨の状態の説明に付する図である。
【図１１】ゲーティングを用いた他の研磨処理工程の他の例を示す図である。
【図１２】図１１に示す研磨工程における研磨の状態の説明に付する図である。
【図１３】図１１及び図１２に示す研磨工程における研磨対象と時間との関係を示す図で
ある。
【図１４】研磨時間と研磨量の関係の一例を示すグラフである。
【図１５】研磨時間と研磨量の関係の異なるモード（（ａ）は処理時間モード、（ｂ）は
近似モード）を示す図である。
【図１６】基板（半導体ウエハ）におけるＩＴＭの測定対象となる点、測定値が基準値と
なる点、及び測定値が比較値となる点を示す図である。
【図１７】複数の膜を積層した、研磨の対象となる他の基板を示す概要図である。
【図１８】図１７の要部を拡大して示す図である。
【図１９】図１８に示す膜を研磨して、上層の膜が残った状態を示す図である。
【図２０】図１８に示す膜を研磨して、上層の膜を完全に除去した状態を示す図である。
【図２１】実際の膜厚値と合成膜厚値の関係を示す図である。
【符号の説明】
【０１２２】
１　トップリング
２　トップリング本体
３　リテーナリング
５　ホルダーリング
８　センターバッグ
９　リングチューブ
１０　自在継手部
１１　トップリング駆動軸
２１～２５　圧力室
３１，３３～３６　流体路
１００，２１６　研磨テーブル
１０１　研磨パッド
１０２　研磨液供給ノズル
１１０　トップリングヘッド
２０４　カセット
２０６　載置台
２１０　ロータリートランスポーター
２１８，２２０　ドレッサ
３００　絶縁膜
３０２　ビアホール
３０４　トレンチ
３０６　バリア層
３０８　配線材料
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３１０　シリコン基板
３１２　ＳｉＮ膜
３１４　酸化膜
４００　コントローラ
４０１　マン－マシン・インターフェース
４０２　ホストコンピュータ
４０４　データベース
Ｑ　研磨液
Ｗ　基板

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】
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【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】
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